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(57)【要約】
【課題】脳活動に基づき対象者の興味関心の度合いを評
価する評価装置において、簡便に脳活動を推定する。
【解決手段】評価装置１０は、顔面皮膚温度取得手段２
０と、脳活動推定手段３０と、評価手段２００と、を備
える。顔面皮膚温度取得手段２０は、顔面皮膚温度デー
タを時系列で取得する。顔面皮膚温度データは、対象者
の顔面から検出した皮膚温度データ及びその検出部位の
位置データを含む。脳活動推定手段３０は、顔面皮膚温
度データを、特異値分解、主成分分析或いは独立成分分
析により分解することで得られた複数の成分に基づき、
対象者の脳活動を推定する。評価手段２００は、脳活動
推定手段３０により推定された対象者の脳活動に基づき
、対象者の興味関心の度合いを評価する。
【選択図】図１９
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　対象者の顔面から検出した皮膚温度データ及びその検出部位の位置データを含む顔面皮
膚温度データを時系列で取得する顔面皮膚温度取得手段（２０）及び／又は対象者の顔面
を時系列で撮影した撮影画像データに対して行われるＲＧＢ処理により得られた前記撮影
画像データのＲＧＢデータに基づき顔面血行量データを時系列で取得する顔面血行量取得
手段と、
　前記顔面皮膚温度取得手段により取得された前記顔面皮膚温度データ及び／又は前記顔
面血行量取得手段により取得された前記顔面血行量データを、特異値分解、主成分分析或
いは独立成分分析により分解することで得られた複数の成分に基づき、前記対象者の脳活
動を推定する脳活動推定手段（３０，１３０）と、
　前記脳活動推定手段により推定された前記対象者の脳活動に基づき、前記対象者の興味
関心の度合いを評価する評価手段（２００）と、
を備える評価装置（１０，１１０）。
【請求項２】
　前記脳活動推定手段は、
　前記複数の成分のうち、その成分波形の振幅が脳の賦活時及び脳の非賦活時の変化と相
関関係にある成分を判定用成分として抽出し、
　前記判定用成分に基づき、前記対象者の脳活動を推定する、
請求項１に記載の評価装置。
【請求項３】
　前記顔面皮膚温度取得手段及び／又は前記顔面血行量取得手段は、前記対象者の顔面の
副鼻腔周辺及び／又は前額部の前記顔面皮膚温度データ及び／又は前記顔面血行量データ
を少なくとも取得する、
請求項１又は２に記載の評価装置。
【請求項４】
　前記顔面皮膚温度取得手段及び／又は前記顔面血行量取得手段は、複数の前記対象者の
前記顔面皮膚温度データ及び／又は前記顔面血行量データを一括して取得する、
請求項１から３のいずれか１項に記載の評価装置。
【請求項５】
　前記評価手段は、
　前記対象者の脳活動に基づき前記対象者の集中度合いを解析する解析部（２０１）と、
　前記対象者の集中度合いに関する情報を、前記評価手段の管理者へと報知する報知部（
２０２）と、
を有する、
請求項１から４のいずれか１項に記載の評価装置。
【請求項６】
　請求項１から５のいずれか１項に記載の評価装置と、
　予め設定した調査期間毎に前記評価手段によって評価された結果を記憶するマーケット
調査記憶手段と、
を備える、マーケット調査装置。
【請求項７】
　請求項１から５のいずれか１項に記載の評価装置と、
　予め設定した学習時限毎に前記評価手段によって評価された結果を記憶する学習評価記
憶手段と、
を備える、学習評価装置。
【請求項８】
　商品等に関する視覚情報を表示する表示装置をさらに備える、
　請求項６に記載のマーケット調査装置。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、対象者の興味関心度合いを評価する評価装置、この評価装置を備えるマーケ
ット調査装置及び学習評価装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、例えば、特許文献１（特開２００６－３０５３３４号公報）のように、脳波
計を用いて対象者の脳活動を推定し、商品等に対する興味関心の有無の調査を行う装置が
ある。この装置では、対象者がアンケートの質問に対する回答を考えている時の対象者の
脳波等の測定結果を解析することで、商品等に対する対象者の正直な回答を得ようとして
いる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　ところで、脳波計を用いて対象者の脳活動を推定する場合、対象者に対して前処理の必
要な電極を装着する必要がある等、準備段階で必要な作業が繁雑である。
【０００４】
　そこで、本発明の課題は、脳活動に基づき対象者の興味関心の度合いを評価する評価装
置において、簡便に脳活動を推定することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明の第１観点に係る評価装置は、顔面皮膚温度取得手段及び／又は顔面血行量取得
手段と、脳活動推定手段と、評価手段と、を備える。顔面皮膚温度取得手段は、顔面皮膚
温度データを時系列で取得する。顔面皮膚温度データは、対象者の顔面から検出した皮膚
温度データ及びその検出部位の位置データを含む。顔面血行量取得手段は、顔面血行量デ
ータを時系列で取得する。顔面血行量データは、対象者の顔面を時系列で撮影した撮影画
像データに対してＲＧＢ処理を行い、ＲＧＢ処理により得られた撮影画像データのＲＧＢ
データに基づき取得される。脳活動推定手段は、顔面皮膚温度データ及び／又は顔面血行
量データを、特異値分解、主成分分析或いは独立成分分析により分解することで得られた
複数の成分に基づき、対象者の脳活動を推定する。評価手段は、脳活動推定手段により推
定された対象者の脳活動に基づき、対象者の興味関心の度合いを評価する。
【０００６】
　本発明の第１観点の係る評価装置では、顔面皮膚温度取得手段及び／又は顔面血行量取
得手段によって取得された時系列の顔面皮膚温度データ及び／又は顔面血行量データに基
づき対象者の脳活動が推定される。このため、この評価装置では、脳波電極等の装着前に
処理が必要なセンサを装着しなくても、対象者の脳活動を推定することができる。したが
って、簡便に対象者の脳活動を推定することができる。
【０００７】
　本発明の第２観点に係る評価装置は、第１観点の評価装置において、脳活動推定手段は
、複数の成分のうち、その成分波形の振幅が脳の賦活時及び脳の非賦活時の変化と相関関
係にある成分を判定用成分として抽出する。そして、脳活動推定手段は、判定用成分に基
づき対象者の脳活動を推定する。この評価装置では、複数の成分のうちの脳の賦活／非賦
活と相関関係にある成分が対象者の脳活動を推定する判定用成分として抽出される。この
ため、対象者の脳活動と関連性が高いと推測される成分から脳活動を推定することができ
る。
【０００８】
　本発明の第３観点に係る評価装置は、第１観点又は第２観点の評価装置において、顔面
皮膚温度取得手段及び／又は顔面血行量取得手段は、対象者の顔面の副鼻腔周辺及び／又
は前額部の顔面皮膚温度データ及び／又は顔面血行量データを少なくとも取得する。
【０００９】
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　ここで、脳には、選択的脳冷却機構（Selective Brain Cooling System）という体温と
は独立して脳を冷却する仕組みがある。選択的脳冷却機構としては、脳活動によって生じ
た熱を、副鼻腔及び前額部周辺を用いて排熱していることが知られている。また、顔面の
皮膚温度は、顔面の血行量に比例すると考えられる。
【００１０】
　本発明の第３観点に係る評価装置では、脳活動を反映していると推測される副鼻腔及び
／又は前額部における時系列の顔面皮膚温度データ及び／又は顔面血行量データに基づき
、対象者の脳活動が推定される。このため、この評価装置では、対象者の脳活動を精度よ
く推定することができる。
【００１１】
　本発明の第４観点に係る評価装置は、第１観点から第３観点のいずれかの評価装置にお
いて、顔面皮膚温度取得手段及び／又は顔面血行量取得手段は、複数の対象者の顔面皮膚
温度データ及び／又は顔面血行量データを一括して取得する。これにより、この評価装置
では、複数の対象者の興味関心の度合いを一度に評価することができる。
【００１２】
　本発明の第５観点に係る評価装置は、第１観点から第４観点のいずれかの評価装置にお
いて、評価手段は、解析部と、報知部と、を有する。解析部は、対象者の脳活動に基づき
対象者の集中度合いを解析する。報知部は、対象者の集中度合いに関する情報を、評価手
段の管理者へと報知する。この評価装置では、管理者が対象者の集中度合いを認識するこ
とができる。
【００１３】
　本発明の第６観点に係るマーケット調査装置は、本発明の第１観点から第５観点のいず
れかの評価装置と、マーケット調査記憶手段と、を備える。マーケット調査記憶手段は、
予め設定した調査期間毎に評価手段によって評価された結果を記憶する。このマーケット
調査装置では、脳活動推定手段により推定された対象者の脳活動に基づき評価された商品
等に対する対象者の興味関心の度合いが解析されることで、マーケット（市場）調査を行
うことができる。
【００１４】
　本発明の第７観点に係る学習評価装置は、第１観点から第５観点のいずれかの評価装置
と、予め設置した学習時限毎に評価手段によって評価された結果を記憶する学習評価記憶
手段と、を備える。この学習評価装置では、脳活動推定手段により推定された対象者の脳
活動に基づき評価された学習内容に対する対象者の興味関心の度合いが解析されることで
、学習内容に対する対象者の興味関心の度合いを評価することができる。
【００１５】
　本発明の第８観点に係るマーケット調査装置は、本発明の第６観点のマーケット調査装
置において、商品等に関する視覚情報を表示する表示装置をさらに備える。そして、この
ような表示装置を各種商業施設に設置することで、所定の商品等に対する対象者の関心度
合いを容易に評価することができる。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明の第１観点に係る評価装置では、簡便に対象者の脳活動を推定することができる
。
【００１７】
　本発明の第２観点に係る評価装置では、対象者の脳活動と関連性が高いと推測される成
分から脳活動を推定することができる。
【００１８】
　本発明の第３観点に係る評価装置では、対象者の脳活動を精度よく推定することができ
る。
【００１９】
　本発明の第４観点に係る評価装置では、複数の対象者の興味関心の度合いを一度に評価
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することができる。
【００２０】
　本発明の第５観点に係る評価装置では、管理者が対象者の集中度合いを認識することが
できる。
【００２１】
　本発明の第６観点に係るマーケット調査装置では、商品等に対する対象者の興味関心の
度合いが解析されることで、マーケット（市場）調査を行うことができる。
【００２２】
　本発明の第７観点に係る学習評価装置では、学習内容に対する対象者の興味関心の度合
いを評価することができる。
【００２３】
　本発明の第８観点に係るマーケット調査装置では、所定の商品等に対する対象者の関心
度合いを容易に評価できる。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】撮影画像データ及びこれを解析した結果の一例を示す図。
【図２】顔面皮膚温度データを解析した結果の一部を示す図。
【図３】顔面皮膚温度データを解析した結果の一部を示す図。
【図４】成分２の成分波形の振幅と、測定された脳波のうちのβ波の振幅とを示す図。
【図５】成分３の成分波形の振幅と、測定された脳波のうちのβ波の振幅とを示す図。
【図６】対照実験で得られた顔面皮膚温度データを解析した結果の一部を示す図。
【図７】顔面の撮影画像データに基づく成分波形と、測定された脳波のうちのβ波の振幅
とを示す図。
【図８】顔面皮膚温度データに基づく成分波形と、測定された脳波のうちのβ波の振幅と
を示す図。
【図９】顔面の撮影画像データに基づく成分波形と、測定された脳波のうちのβ波の振幅
とを示す図。
【図１０】顔面皮膚温度データに基づく成分波形と、測定された脳波のうちのβ波の振幅
とを示す図。
【図１１】顔面の撮影画像データに基づく成分波形と、測定された脳波のうちのβ波の振
幅とを示す図。
【図１２】顔面皮膚温度データに基づく成分波形と、測定された脳波のうちのβ波の振幅
とを示す図。
【図１３】顔面の撮影画像データに基づく成分波形と、測定された脳波のうちのβ波の振
幅とを示す図。
【図１４】顔面皮膚温度データに基づく成分波形と、測定された脳波のうちのβ波の振幅
とを示す図。
【図１５】顔面の撮影画像データに基づく成分波形と、測定された脳波のうちのβ波の振
幅とを示す図。
【図１６】顔面皮膚温度データに基づく成分波形と、測定された脳波のうちのβ波の振幅
とを示す図。
【図１７】顔面の撮影画像データに基づく成分波形と、測定された脳波のうちのβ波の振
幅とを示す図。
【図１８】顔面皮膚温度データに基づく成分波形と、測定された脳波のうちのβ波の振幅
とを示す図。
【図１９】本発明の一実施形態に係る評価装置の概略図。
【図２０】評価装置において脳機能を反映した皮膚温度の変化を示す成分を同定する際の
処理の流れの一例を示すフローチャート。
【図２１】本発明の一実施形態に係る評価装置の概略図。
【図２２】評価装置において脳機能を反映した顔面のＲＧＢ変化を示す成分を同定する際
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の処理の流れの一例を示すフローチャート。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　本発明の実施形態を説明する前に、まず、本発明者らが本発明を為すにあたって重要な
基礎となった、本発明者らによる知見について説明する。
【００２６】
　（１）本発明者らによる知見の要点
　人間の脳活動には、人間の知的活動（認知活動等）及び情動活動（快／不快等の活動）
が反映されていることが知られている。そして、従来より、人間の脳活動を推定する試み
がされているが、この場合、脳波計測法、磁気共鳴画像法及び近赤外線分光法のいずれか
の方法によって検出されたデータが利用されることが多い。
【００２７】
　ここで、検出方法として、例えば、脳波計測法が採用される場合には、被験者に対して
脳波電極を装着する必要がある。そして、脳波電極を装着する際には皮膚と電極との間の
抵抗を小さくする必要があるため、皮膚を研磨する処理を行ったり電極にペーストを塗布
したりする等の作業が必要になる。また、磁気共鳴画像法が採用される場合には、ＭＲＩ
室以外での測定が不可能であるとともに、測定室内に金属を持ち込むことができない等の
測定条件に制約がある。さらに、近赤外線分光法が採用される場合には、被験者に対して
プローブを装着する必要があるが、プローブを長時間装着することで被験者が痛みを感じ
たり、被験者の髪とプローブとの接触具合によっては正確に検出できなかったりすること
がある。このように、人間の脳活動を測定するために従来の検出方法が採用される場合、
脳波電極やプローブ等を装着する際の前処理が必要であったり、測定条件が限定されたり
する等、被験者に与える負担が大きくなる。
【００２８】
　したがって、被験者の負担を軽減し、かつ簡便に人間の脳活動を推定できる手段の開発
が求められている。
【００２９】
　そして、本発明者らは、人間の顔面の皮膚温度又は顔面の皮膚温度に比例すると考えら
れている顔面の血行状態に基づき人間の脳活動を推定することができるのではないか、と
考えた。人間の顔面の皮膚温度であればサーモグラフィ等の測定装置を用いることで取得
することができ、顔面の血行状態すなわち顔面の血行量であれば撮影装置を利用して得ら
れる顔面の撮影画像のＲＧＢデータから推定することができる。このように、顔面の皮膚
温度や顔面の撮影画像であれば、脳波電極やプローブ等の装着前に処理が必要なセンサを
装着することなく取得することができる。
【００３０】
　一方で、人間の顔面の皮膚温度は、外気温度及び／又は自律神経の活動等の様々な要因
の影響を受けて変化することが知られている。このため、顔面の皮膚温度に基づいて又は
顔面の皮膚温度に比例すると考えられる顔面の血行量に基づいて脳活動を推定しようとす
ると、取得したデータが脳活動のみを反映しているかどうかを判断することは、非常に困
難であると考えられる。
【００３１】
　本発明者らは、鋭意検討した結果、顔面の皮膚温度を検出し、検出した温度データ及び
検出部位の位置データ（座標データ）を含む時系列の顔面皮膚温度データを、或いは、時
系列の顔面の撮影画像データから得られるＲＧＢデータに基づき算出された時系列の顔面
の血行量データを、特異値分解法、主成分分析法若しくは独立成分分析法を用いて複数の
成分に分解し、分解した複数の成分について解析を行うことで、脳活動を反映した顔面の
皮膚温度の変化或いは顔面の血行量の変化を示す成分を同定することができることを見い
だした。そして、本発明者らは、対象者の脳活動を推定し、これを解析することで、推定
した脳活動に基づき対象者の興味関心の度合いを評価することのできる本発明に到達した
。
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【００３２】
　（２）顔面の各種データの取得方法、及び取得した各種データの解析方法
　（２－１）顔面皮膚温度データの取得方法、及び顔面皮膚温度データの解析方法
　次に、本発明者らが上記の知見を得るに際して用いた顔面皮膚温度データの取得方法、
及び顔面皮膚温度データの解析方法について説明する。
【００３３】
　この試験では、６名の被験者から顔面皮膚温度データを取得した。具体的には、室温２
５℃を維持した人工気象室内に設置した椅子に被験者を座らせて、赤外線サーモグラフィ
装置を用いて、被験者の顔面全体から顔面皮膚温度データを取得した。赤外線サーモグラ
フィ装置は、対象物から出ている赤外線放射エネルギーを赤外線カメラで検出し、検出し
た赤外線放射エネルギーを対象物表面の温度（ここでは、摂氏での温度）に変換して、そ
の温度分布を顔面皮膚温度データ（例えば、温度分布を表した画像データ）として表示、
蓄積することが可能な装置である。なお、この試験では、赤外線サーモグラフィ装置とし
て、NEC Avio 赤外線テクノロジー株式会社製のR300を使用した。また、赤外線カメラは
、被験者の正面であって、被験者から１．５ｍ離れた地点に設置した。そして、顔面皮膚
温度データは、３０分間取得した。
【００３４】
　また、この試験では、顔面皮膚温度データを取得している間に、被験者に対して脳機能
賦活課題を与えた。これにより、脳の非賦活時の顔面皮膚温度データ、及び脳の賦活時の
顔面皮膚温度データを取得した。脳機能賦活課題としては、被験者が表示装置等に表示さ
れた映像に基づいて、計算、又は、数値、形状及び色の認知、或いは、記号、文字ないし
言語の記憶などの心理的作業が挙げられる。この試験では、脳機能賦活課題として「かけ
算の暗算」を採用し、被験者に、表示装置に筆算形式で表示される数字を計算させ、その
回答をキーボードに入力させる作業を課した。なお、この試験では、顔面皮膚温度データ
の取得開始から５分経過後から１０分間継続して、被験者に対して脳機能賦活課題を与え
た。
【００３５】
　顔面皮膚温度データの解析としては、取得した顔面皮膚温度データを対象として、ＭＡ
ＴＬＡＢ（登録商標）のＳＶＤ（Singular Value Decomposition）を分析ツールとして用
いて特異値分解を行った。特異値分解では、時系列で取得した全ての顔面皮膚温度データ
（３０分間のデータ）を対象とし、要因を３０秒毎の時間データ（３０分間で６０ time 
point）とし、測度をその期間（３０秒間）における顔面皮膚温度データ（２４０×３２
０ pixels）とした。そして、特異値分解により、顔面皮膚温度データＸを、複数の成分
に分解し、それぞれの成分の時間分布Ｖと、空間分布Ｕと、各成分の大きさを示す特異値
Ｓとを算出した。なお、これらの関係は、以下の式で表される。また、Ｖ’は、Ｖの行と
列とを入れ替えた行列である。
【００３６】
【数１】

【００３７】
　そして、特異値分解によって求められた各成分の時間分布Ｖ及び空間分布Ｕをグラフに
プロットし、各成分の成分波形図と温度分布図とを作成した。
【００３８】
　さらに、作成した各成分の成分波形図及び温度分布図について、脳活動を反映した皮膚
温度の変化を示す成分を同定するための解析を行った。
【００３９】
　各成分の成分波形図については、その成分波形の振幅と、脳の非賦活時及び脳の賦活時
との相関関係の有無について解析した。具体的には、各成分の成分波形図に示された振幅
と、脳の非賦活期間／脳の賦活期間との間に相関関係があるか否かを評価した。この試験
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では、顔面皮膚温度データを取得している期間のうち、被験者に対して脳機能賦活課題が
与えられていない期間であるデータ取得開始時点から５分が経過した時点までの５分間の
期間、及びデータ取得開始時から１５分が経過した時点からデータ取得終了時点までの１
５分間の期間を脳の非賦活時とし、被験者に対して脳機能賦活課題が与えられている期間
であるデータ取得開始時から５分が経過した時点から１０分が経過した時点までの１０分
間の期間を脳の賦活時とした。そして、各成分の成分波形図に示された振幅と、脳の非賦
活時及び脳の賦活時との相関関係の有無について評価した。なお、相関関係の有無につい
ては、統計的相関分析を行い、有意水準（α）が０．０５以下の場合に相関があると判断
した。
【００４０】
　各成分の温度分布図については、顔面の所定部位における温度変化の有無について解析
した。ここで、脳には、選択的脳冷却機構（Selective Brain Cooling System）という体
温とは独立して脳を冷却する仕組みがある。選択的脳冷却機構としては、脳活動によって
生じた熱を前額部及び副鼻腔周辺（眉間及び鼻部周辺を含む）を用いて排熱していること
が知られている。そこで、この試験では、各成分の温度分布図において、副鼻腔周辺及び
前額部における温度変化があるか否かを評価した。なお、温度分布図における副鼻腔周辺
及び前額部の温度変化の有無については、目視（visual inspection）による温度変化の
有無、もしくは副鼻腔周辺及び前額部の温度が測定データ全体の平均温度から１標準偏差
（ＳＤ）以上異なるか否かを温度変化の有無の基準とした。
【００４１】
　なお、空間分布Ｕ、特異値Ｓ及び時間分布Ｖの値の関係で、顔面皮膚温度データＸの極
性（プラスマイナス）が決定するため、各成分の成分波形図及び温度分布図において極性
が反転して現れることがある。このため、成分波形図及び温度分布図の評価に関して、極
性については評価対象としないこととした。
【００４２】
　ここで、この赤外線サーモグラフィ装置では、上述しているように、対象物から検出さ
れた赤外線放射エネルギーを温度に変換して、その温度分布を顔面皮膚温度データとして
いる。ところで、人間を対象として赤外線サーモグラフィ装置を用いて顔面の皮膚温度を
取得する場合、顔面の動き及び／又は自律神経の活動等の様々な脳活動とは関連しない温
度変化（いわゆるノイズ）についても顔面皮膚温度データとして取得してしまう（図１（
ａ）参照）。そこで、このような脳活動とは関連しない温度変化を検出するために、３０
秒毎の顔面皮膚温度データに含まれる温度データの全平均値を「０」とした相対的な顔面
皮膚温度データを作成し、作成した顔面皮膚温度データについても、ＭＡＴＬＡＢ（登録
商標）のＳＶＤを分析ツールとして用いて特異値分解を行い、特異値Ｓに応じた各成分の
成分波形図と温度分布図とを作成し、脳活動を反映した皮膚温度の変化を示す成分を同定
するための解析を行った。
【００４３】
　なお、以下より、説明の便宜上、赤外線サーモグラフィ装置で取得した顔面皮膚温度デ
ータを「温度換算データに応じた顔面皮膚温度データ」といい、所定時間毎（この試験で
は３０秒毎）の温度換算データに応じた顔面皮膚温度データに含まれる温度データの全平
均値を「０」とした相対的な顔面皮膚温度データを「相対温度換算データに応じた顔面皮
膚温度データ」という。
【００４４】
　また、６名の被験者のうちの１名に対しては、赤外線サーモグラフィ装置による顔面皮
膚温度の検出の他に、被験者の頭皮上に電極を接続して脳波を測定し、覚醒時や意識が緊
張した時に現れる波形として知られているβ波（１４～３０Ｈｚの周波数の脳波）の振幅
と、成分波形図の振幅との間の相関関係についても評価した。なお、脳波測定では、国際
式１０－２０法に基づき、６つの部位（Ｆ３、Ｆ４，Ｃ３、Ｃ４、Ｃｚ、Ｐｚ）に電極を
配置した。
【００４５】
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　ところで、被験者に脳機能賦活課題が与えられている間、被験者の頭が上下に動くこと
が考えられる。そうすると、赤外線カメラに対する被験者の顔面の位置が変化することに
なる。この顔面の位置の変化が皮膚温度の変化に影響しているか否かを検証するために、
被験者１名に対して対照試験を行った。顔面皮膚温度データを取得する際の被験者の動き
の影響を検証するための対照試験では、上記試験と同様に赤外線サーモグラフィ装置を用
いて被験者の顔面皮膚温度データを取得するが、脳機能賦活課題が与えられていない間（
すなわち、脳の非賦活時）についてもランダムなタイミングでキーボードを押す作業を被
験者に課した。この対照実験によって得られた温度換算データに応じた顔面皮膚温度デー
タ及び相対温度換算データに応じた顔面皮膚温度データについても、ＭＡＴＬＡＢ（登録
商標）のＳＶＤを分析ツールとして用いて特異値分解を行い、特異値Ｓに応じた各成分の
成分波形図と温度分布図とを作成し、脳活動を反映した皮膚温度の変化を示す成分を同定
するための解析を行った。
【００４６】
　（２－２）顔面撮影画像データの取得方法、及び顔面撮影画像データの解析方法
　図１（ａ）は、撮影装置にて撮影した被験者の顔面の副鼻腔周辺の撮影画像データの一
例を示す図である。図１（ｂ）は、血行量分布図（画像マップ）の一例を示す図である。
【００４７】
　次に、本発明者らが上記の知見を得るに際して用いた顔面撮影画像データの取得方法、
及び顔面撮影画像データの解析方法について説明する。
【００４８】
　この試験では、６名の被験者から顔面の撮影画像データを取得した。具体的には、室温
２５℃を維持した人工気象室内に設置した椅子に被験者を座らせて、時系列で画像を取得
可能な撮影装置を用いて、被験者の顔面全体の副鼻腔周辺の撮影画像データを時系列で取
得した。
【００４９】
　また、上述した選択的脳冷却機構に基づくと、脳活動に伴う顔面皮膚温度に比例すると
考えられる顔面の血行量の変化は、前額部及び／又は副鼻腔周辺に出現すると考えられる
。このことから、本発明者らは、少なくとも前額部及び／又は副鼻腔周辺の顔面の血行量
の変化を捉えることができれば、精度良く脳活動を推定することができる、と考えた。そ
して、この試験では、被験者の顔面の副鼻腔周辺の撮影画像データを時系列で取得した。
【００５０】
　また、この試験では、撮影装置として、Apple社製のiPad Air（登録商標）の備える液
晶画面側の撮影装置を使用し、時系列の撮影画像データとしてカラーの動画データを取得
した。また、撮影装置を、被験者の正面側であって、被験者から１．０ｍ離れた地点に設
置した。そして、撮影装置によって、３０フレーム／秒の撮影周期で時間軸に沿って３０
分間の撮影画像データを連続撮影することで、顔面の動画データを得た。
【００５１】
　さらに、この試験では、顔面の動画データを取得している間に、被験者に対して脳機能
賦活課題を与えた。これにより、脳の非賦活時の顔面の動画データ、及び脳の賦活時の顔
面の動画データを取得した。この試験では、上記試験と同様に、脳機能賦活課題として「
かけ算の暗算」を採用し、被験者に、表示装置に筆算形式で表示される数字を計算させ、
その回答をキーボードに入力させる作業を課した。なお、この試験では、顔面の動画デー
タの取得開始から５分経過後から１０分間継続して、被験者に対して脳機能賦活課題を与
えた。
【００５２】
　顔面の動画データの解析としては、撮影した顔面の動画データより得られたＲＧＢデー
タに基づき血行量データを算出し、算出した時系列の血行量データを対象として、ＭＡＴ
ＬＡＢ（登録商標）のＳＶＤを分析ツールとして用いて特異値分解を行った。ここでは、
ＣＩＥ－Ｌ＊ａ＊ｂ＊表色系に従って、画像のＲＧＢデータより演算される肌の赤みやヘ
モグロビン量と相関のある紅斑指数「ａ＊」を求め、これを血行量データとした。また、
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特異値分解では、時系列で取得した全ての動画データ（３０分間のデータ）から得られた
ＲＧＢデータに基づく血行量データ（ここでは、紅斑指数）を対象とし、要因を３０秒毎
の時間データ（３０分間で６０ time point）とし、測度をその期間（３０秒毎）におけ
るＲＧＢデータから演算した紅斑指数（３０秒毎に１秒間のフレームデータを取り出し、
該フレームデータから得られるＲＧＢ値の平均値から演算した紅斑指数；２４０×３２０
 pixels）とした。そして、特異値分解により、顔面の動画データより得られたＲＧＢデ
ータに基づく時系列の血行量データを、複数の成分に分解し、それぞれの成分の時間分布
Ｖと、空間分布Ｕと、各成分の大きさを示す特異値Ｓとを算出した。なお、これらの関係
は、上記式（数１）と同様の式で表される。
【００５３】
　そして、特異値分解によって求められた各成分の時間分布Ｖ及び空間分布Ｕをグラフに
プロットし、各成分の成分波形図と血行量分布図とを作成した。
【００５４】
　さらに、作成した各成分の成分波形図及び血行量分布図について、脳活動を反映した顔
面の血行量の変化すなわち顔面のＲＧＢ変化を示す成分を同定するための解析を行った。
【００５５】
　各成分の成分波形図については、その成分波形の振幅と、脳の非賦活時及び脳の賦活時
との相関関係の有無について解析した。具体的には、各成分の成分波形図に示された振幅
と、脳の非賦活期間／脳の賦活期間との間に相関関係があるか否かを評価した。この試験
では、顔面の撮影画像データを取得している期間のうち、被験者に対して脳機能賦活課題
が与えられていない期間であるデータ取得開始時点から５分が経過した時点までの５分間
の期間、及びデータ取得開始時から１５分が経過した時点からデータ取得終了時点までの
１５分間の期間を脳の非賦活時とし、被験者に対して脳機能賦活課題が与えられている期
間であるデータ取得開始時から５分が経過した時点から１０分が経過した時点までの１０
分間の期間を脳の賦活時とした。そして、各成分の成分波形図に示された振幅と、脳の非
賦活時及び脳の賦活時との相関関係の有無について評価した。なお、相関関係の有無につ
いては、統計的相関分析を行い、有意水準（α）が０．０１以下の場合に相関があると判
断した。
【００５６】
　各成分の血行量分布図については、顔面の所定部位における血行量変化の有無について
解析した。血行量分布図は、ピクセル毎に算出された空間分布Ｕを各ピクセルの位置に並
べることで作成される。このように作成された各成分の血行量分布図において、副鼻腔周
辺及び前額部における血行量の変化があるか否かを評価した。なお、血行量分布図におけ
る副鼻腔周辺及び前額部の血行量変化の有無については、目視（visual inspection）に
よる血行量変化の有無、もしくは図１（ｂ）に示す副鼻腔周辺及び前額部の血行量の値が
「0.000」でないことを血行量変化の有無の基準とした。
【００５７】
　なお、空間分布Ｕ、特異値Ｓ及び時間分布Ｖの値の関係で、血行量データＸの極性（プ
ラスマイナス）が決定するため、各成分の成分波形図及び血行量分布図において極性が反
転して現れることがある。このため、成分波形図及び血行量分布図の評価に関して、極性
については評価対象としないこととした。
【００５８】
　さらに、顔面の皮膚温度と顔面の血行量との相関関係を検証するために、６名の被験者
から顔面の撮影画像データを時系列で取得している間、赤外線サーモグラフィ装置により
顔面皮膚温度データも時系列で取得し、取得した顔面皮膚温度データについてもＭＡＴＬ
ＡＢ（登録商標）のＳＶＤを分析ツールとして用いて特異値分解を行い、特異値Ｓに応じ
た各成分の成分波形図を作成し、その成分波形の振幅と、脳の非賦活時及び脳の賦活時と
の相関関係の有無について解析した。なお、この試験では、赤外線サーモグラフィ装置と
して、上記試験と同様の装置を用いた。また、赤外線カメラは、被験者の正面であって、
被験者から１．５ｍ離れた地点に設置した。
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【００５９】
　ところで、撮影装置を用いて顔面の撮影画像データを取得する場合、撮影中に太陽の光
等が顔に当たることで光が顔で反射し、この反射光が撮影装置のレンズに入り込んでしま
うことがある。そうすると、撮影された顔面の撮影画像データにはこの反射光が記録され
てしまうことになる。ここで、撮影画像データから得られるＲＧＢデータにおいて、顔面
の血行量に基づく明度の変化は反射光に基づく明度の変化よりも小さいため、反射光の記
録された撮影画像データから得られるＲＧＢデータに基づいて算出された血行量が解析さ
れると、脳活動とは関連しない顔面のＲＧＢ変化（いわゆるノイズ）が混入してしまう可
能性があると考えられた。そこで、このような脳活動とは関連しない顔面のＲＧＢ変化の
混入を防ぐために、３０秒毎のＲＧＢデータの全平均値を「０」とした相対的なＲＧＢデ
ータから相対的な血行量データを作成し、作成した血行量データについても、ＭＡＴＬＡ
Ｂ（登録商標）のＳＶＤを分析ツールとして用いて特異値分解を行い、特異値Ｓに応じた
各成分の成分波形図と血行量分布図とを作成し、脳活動を反映した顔面のＲＧＢ変化を示
す成分を同定するための解析を行った。
【００６０】
　なお、以下より、説明の便宜上、所定時間毎（この試験では３０秒毎）のＲＧＢデータ
の全平均値を「０」とした相対的なＲＧＢデータに基づく相対的な血行量データを「相対
換算血行量データ」といい、相対的なＲＧＢデータに換算する前のＲＧＢデータに基づく
血行量データを単に「血行量データ」という。
【００６１】
　また、６名の被験者に対して撮影装置によって顔面の時系列の撮影画像データを取得し
ている間、各被験者の頭皮上に電極を接続して脳波を測定し、覚醒時等の脳細胞が活動し
ている時に現れる波形として知られているβ波（１３～３０Ｈｚの周波数の脳波）の振幅
と、成分波形図の振幅との間の相関関係についても評価した。なお、脳波測定では、国際
式１０－２０法に基づき、頭皮上１９の部位（Ｆｐ１、Ｆｐ２、Ｆ３、Ｆ４、Ｃ３、Ｃ４
、Ｐ３、Ｐ４、Ｏ１、Ｏ２、Ｆ７、Ｆ８、Ｔ３、Ｔ４、Ｔ５、Ｔ６、Ｆｚ、Ｃｚ及びＰｚ
）に電極を配置した。
【００６２】
　さらに、被験者に脳機能賦活課題が与えられている間、被験者の頭が上下に動くことが
考えられる。そうすると、撮影装置に対する被験者の顔面の位置が変化することになる。
この顔面の位置の変化が顔面のＲＧＢ変化に影響しているか否かを検証するために、被験
者１名に対して対照試験を行った。対照試験では、上記試験と同様に撮影装置を用いて被
験者の顔面の時系列の撮影画像データを取得するが、脳機能賦活課題が与えられていない
間（すなわち、脳の非賦活時）についてもランダムなタイミングでキーボードを押す作業
を被験者に対して課した。この対照実験によって撮影された顔面の時系列の撮影画像デー
タから得られたＲＧＢデータに基づく時系列の血行量データについても、ＭＡＴＬＡＢ（
登録商標）のＳＶＤを分析ツールとして用いて特異値分解を行い、特異値Ｓに応じた各成
分の成分波形図を作成し、その成分波形の振幅と、脳の非賦活時及び脳の賦活時との相関
関係の有無について解析した。また、各成分波形の振幅と、実際の顔面の動きとの相関関
係の有無について解析した。実際の顔面の動きは、撮影画像データから顔の同一箇所の２
次元座標を取得し、対照実験開始時の撮影画像データを基準として撮影時における３０秒
毎の顔面の移動距離を算出することで評価した。さらに、各成分波形の振幅と、撮影中の
キーボードの入力数との相関関係の有無についても解析した。撮影中のキーボードの入力
数は、時系列の撮影画像データにおける３０秒毎の単純移動平均を算出することで評価し
た。
【００６３】
　（３）解析結果
　（３－１）顔面皮膚温度データの解析結果
　図２は、温度換算データに応じた顔面皮膚温度データを解析した結果の一部を示す図で
ある。図２（ａ）は、被験者１の成分２の成分波形図を示している。図２（ｂ）は、被験
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者１の成分２の温度分布図を示している。図３（ａ）は、被験者１の成分３の成分波形図
を示している。図３（ｂ）は、被験者１の成分３の温度分布図を示している。図４及び図
５は、成分波形の振幅と、脳波との関係を示す図である。図４は、被験者１の成分２の成
分波形の振幅と、測定された脳波のうちのβ波の振幅とを示す図である。図５は、被験者
１の成分３の成分波形の振幅と、測定された脳波のうちのβ波の振幅とを示す図である。
図６は、対照実験で得られた顔面皮膚温度データを解析した結果の一部を示す図である。
図６（ａ）は、成分３の成分波形図を示している。図６（ｂ）は、成分３の温度分布図を
示している。
【００６４】
　表１は、各被験者に対する顔面皮膚温度データの解析結果を示したものである。
【００６５】
　上記の顔面皮膚温度データの解析によって得られた結果から、時系列の顔面皮膚温度デ
ータを特異値分解により分解して得られた複数の成分のうち、成分２及び／又は成分３と
、人間の脳活動との間に有意な相関があることが確認された。
【００６６】
【表１】

【００６７】
　また、図４及び図５に示すように、脳波解析の結果から、成分２及び成分３の各成分波
形の振幅と、脳波のβ波の振幅との間に有意な相関が確認された。
【００６８】
　さらに、対照実験では、顔面皮膚温度データを取得している間に被験者に動きがある状
態であっても、成分３と人間の脳活動との間に有意な相関があった（図６参照）。このこ
とから、複数の成分のうち、成分３については、顔面皮膚温度データを取得する際の被験
者の動きが影響していないことが認められた。
【００６９】
　これらの結果から、本発明者らは、以下の知見を得た。
【００７０】
　被験者から取得した時系列の顔面皮膚温度データを特異値分解により複数の成分に分解
し、分解した各成分について解析した結果、複数の成分のうちの成分３が脳活動に関連す
る成分であると認められた。すなわち、時系列の顔面皮膚温度データを特異値分解により
複数の成分に分解し、分解した複数の成分から脳の賦活／非賦活と相関のある成分を抽出
し、抽出した成分について選択的脳冷却機構を利用した解析を行うことで、複数の成分か
ら脳活動を反映した皮膚温度の変化を示す成分を同定することができることが判明した。
このことから、本発明者らは、人間の顔面の皮膚温度に基づいて、脳活動を推定すること
ができる、という知見を得た。
【００７１】
　（３－２）顔面の撮影画像データの解析結果
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　図７～図１８は、顔面の撮影画像データ（血行量データ）又は顔面皮膚温度データに基
づく成分波形図と、測定された脳波のうちのβ波の波形図を比較解析した結果の一部を示
す図である。図７は、被験者１の撮影画像データに基づく成分２の成分波形の振幅と、測
定された被験者１の脳波のうちのβ波の振幅とを示す図である。図８は、被験者１の顔面
皮膚温度データに基づく成分２の成分波形の振幅と、測定された被験者１の脳波のうちの
β波の振幅とを示す図である。図９は、被験者２の撮影画像データに基づく成分２の成分
波形の振幅と、測定された被験者２の脳波のうちのβ波の振幅とを示す図である。図１０
は、被験者２の顔面皮膚温度データに基づく成分２の成分波形の振幅と、測定された被験
者２の脳波のうちのβ波の振幅とを示す図である。図１１は、被験者３の撮影画像データ
に基づく成分４の成分波形の振幅と、測定された被験者３の脳波のうちのβ波の振幅とを
示す図である。図１２は、被験者３の顔面皮膚温度データに基づく成分３の成分波形の振
幅と、測定された被験者３の脳波のうちのβ波の振幅とを示す図である。図１３は、被験
者４の撮影画像データに基づく成分３の成分波形の振幅と、測定された被験者４の脳波の
うちのβ波の振幅とを示す図である。図１４は、被験者４の顔面皮膚温度データに基づく
成分２の成分波形の振幅と、測定された被験者４の脳波のうちのβ波の振幅とを示す図で
ある。図１５は、被験者５の撮影画像データに基づく成分２の成分波形の振幅と、測定さ
れた被験者５の脳波のうちのβ波の振幅とを示す図である。図１６は、被験者５の顔面皮
膚温度データに基づく成分２の成分波形の振幅と、測定された被験者５の脳波のうちのβ
波の振幅とを示す図である。図１７は、被験者６の撮影画像データに基づく成分４の成分
波形の振幅と、測定された被験者６の脳波のうちのβ波の振幅とを示す図である。図１８
は、被験者６の顔面皮膚温度データに基づく成分３の成分波形の振幅と、測定された被験
者６の脳波のうちのβ波の振幅とを示す図である。
【００７２】
　図７～図１８に示すように、各成分波形と脳波解析との結果から、顔面の皮膚温度と顔
面の血行量とが相関関係にあることが確認された。なお、顔面の皮膚温度データ及び顔面
の血行量データのいずれのデータに基づく解析においても、各成分波形の振幅と、頭頂部
又は後頭部に装着した電極が測定した脳波のβ波の振幅との間に有意な相関が確認された
。
【００７３】
　以下に示す表２は、各被験者に対する顔面の撮影画像データの解析結果を示したもので
ある。
【００７４】
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【表２】

【００７５】
　表２に示すように、上記の顔面の撮影画像データの解析によって得られた結果から、顔
面の撮影画像データに基づく時系列の血行量データを特異値分解により分解して得られた
複数の成分のうち、成分１，２，３，４，５と人間の脳活動との間に有意な相関があるこ
とが確認された。なお、ここでは、血行量データに基づく相関において有意な相関が見ら
れかつ相対換算血行量データに基づく相関において有意な相関が見られた成分だけでなく
、血行量データに基づく相関においては有意な相関が見られなかったが相対換算血行量デ
ータに基づく相関において有意な相関が見られた成分も、人間の脳活動と有意な相関があ
ると認めるようにした。
【００７６】
　また、以下に示す表３は、対照実験の結果を示したものである。
【００７７】
【表３】

【００７８】
　表３に示すように、対照実験では、顔面の撮影画像データを取得している間に被験者に
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動きがある場合、その成分波形の振幅と脳の非賦活時及び脳の賦活時との間に有意な相関
のあった成分のうちの成分２については、移動距離及びキーボード入力数それぞれとの間
に有意な相関が認められなかった。このことから、顔面の撮影画像データから取得したＲ
ＧＢデータに基づく血行量データを特異値分解することで得られる複数の成分において、
脳活動との間に有意な相関がある成分については、顔面の時系列の撮影画像データを取得
する際の被験者の動きによる影響を受けたとしても、その影響は脳の脳活動による影響（
脳の賦活や非賦活による影響）よりも遙かに小さいことが確認された。
【００７９】
　これらの結果から、本発明者らは、以下の知見を得た。
【００８０】
　被験者から取得した時系列の顔面の撮影画像データに基づく顔面のＲＧＢデータから得
られる血行量データを特異値分解により複数の成分に分解し、分解した各成分について解
析した結果、複数の成分のうちの成分１，２，３，４，５が脳活動に関連する成分である
と認められた。すなわち、時系列の顔面の撮影画像データに基づく顔面のＲＧＢデータか
ら得られる血行量データを特異値分解により複数の成分に分解し、分解した複数の成分か
ら脳の賦活／非賦活と相関のある成分を抽出し、抽出した成分について解析することで、
複数の成分から脳活動を反映した顔面のＲＧＢ変化を示す成分を同定することができるこ
とが判明した。このことから、本発明者らは、人間の顔面の時系列の撮影画像データに基
づいて、脳活動を推定することができる、という知見を得た。
【００８１】
　（４）評価装置
　次に、上記に説明した知見に基づいて、本発明者らが完成するに至った本発明の一実施
形態に係る評価装置１０，１１０について説明する。なお、本発明に係る評価装置は、以
下の実施形態に限定されるものではなく、要旨を逸脱しない範囲で適宜変更可能である。
【００８２】
　本発明の一実施形態に係る評価装置１０，１１０は、顔面皮膚温度データに基づき脳活
動を推定する脳活動推定手段３０、及び／又は顔面の撮影画像データに基づき脳活動を推
定する脳活動推定手段１３０を備えている。以下では、本発明の一実施形態に係る評価装
置１０，１１０を説明する前に、各脳活動推定手段３０，１３０について説明する。
【００８３】
　（４－１）顔面皮膚温度データに基づき脳活動を推定する脳活動推定手段３０
　図１９は、本発明の一実施形態に係る評価装置１０の概略図である。図２０は、評価装
置１０において脳機能を反映した皮膚温度の変化を示す成分を同定する際の処理の流れを
示すフローチャートである。
【００８４】
　評価装置１０の備える脳活動推定手段３０は、個人（被験者）の顔面の皮膚温度から、
個人の脳活動を推定する。評価装置１０は、図１９に示すように、顔面皮膚温度取得手段
２０と、脳活動推定手段３０と、評価手段２００と、を備える。
【００８５】
　顔面皮膚温度取得手段２０は、個人の顔面の少なくとも一部の皮膚温度を検出し、検出
した温度データ及びその検出部位の位置データを含む顔面皮膚温度データを時系列で取得
する（ステップＳ１）。なお、ここでは、顔面皮膚温度取得手段２０は、赤外線サーモグ
ラフィ装置であり、図１９に示すように、赤外線カメラ２１と、処理部２２と、を有する
。赤外線カメラ２１は、個人の顔面から出ている赤外線放射エネルギーを検出するための
ものである。そして、ここでは、赤外線カメラ２１は、個人の顔面全体から赤外線放射エ
ネルギーを検出しているものとする。処理部２２は、赤外線カメラ２１によって検出した
赤外線放射エネルギーを温度に変換して温度データとし、赤外線放射エネルギーの検出さ
れた部位を位置データ（座標データ）とした顔面全体における顔面皮膚温度の温度分布図
を作成し、作成した温度分布図を温度換算データに応じた顔面皮膚温度データとして処理
する。温度換算データに応じた顔面皮膚温度データは、処理部２２の有する記憶部（図示
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せず）に蓄積される。
【００８６】
　ここでは、処理部２２において、顔面全体における顔面皮膚温度の温度分布図が作成さ
れているが、これに限定されず、少なくとも副鼻腔周辺及び／又は前額部を含む顔面皮膚
温度の温度分布図が作成され、これが温度換算データに応じた顔面皮膚温度データとされ
てもよい。
【００８７】
　また、ここでは、顔面皮膚温度取得手段２０により温度換算データに応じた顔面皮膚温
度データが取得されている間に、個人に対して脳機能賦活課題が一定期間与えられる。す
なわち、顔面皮膚温度取得手段２０により取得される温度換算データに応じた顔面皮膚温
度データには、個人に対して脳機能賦活課題が与えられている期間のデータが含まれてい
ることになる。なお、個人に対して与えられる脳機能賦活課題としては、脳が賦活状態に
なると推定されるものであれば特に限定されるものではなく、例えば、評価装置１０の利
用目的に応じてその内容が適宜決定されるよう構成されていてもよい。
【００８８】
　脳活動推定手段３０は、顔面皮膚温度取得手段２０により取得された温度換算データに
応じた顔面皮膚温度データに基づき、人間の脳活動を推定する。具体的には、脳活動推定
手段３０は、図１９に示すように、換算部３１と、解析部３２と、推定部３３と、を有す
る。
【００８９】
　換算部３１は、温度換算データに応じた顔面皮膚温度データに含まれる温度データを相
対的な温度データに換算し、換算した相対的な温度データに基づく顔面皮膚温度データす
なわち相対温度換算データに応じた顔面皮膚温度データを作成する（ステップＳ２）。具
体的には、換算部３１は、所定時間毎（例えば、３０秒）の温度換算データに応じた顔面
皮膚温度データに含まれる温度データの平均値を基準値として、該温度データを相対的な
温度データに換算する。そして、換算部３１は、換算した相対的な温度データ及び位置デ
ータを利用して、相対温度換算データに応じた顔面皮膚温度データを作成する。
【００９０】
　解析部３２は、時系列の温度換算データに応じた顔面皮膚温度データ及び相対温度換算
データに応じた顔面皮膚温度データのそれぞれを、特異値分解、主成分分析或いは独立成
分分析により複数の成分に分解する（ステップＳ３）。ここでは、解析部３２は、取得し
た温度換算データに応じた顔面皮膚温度データ及び換算した相対温度換算データに応じた
顔面皮膚温度データのそれぞれを対象として、ＭＡＴＬＡＢ（登録商標）のＳＶＤを分析
ツールとして用いて、特異値分解を行う。特異値分解は、時系列で取得した温度換算デー
タに応じた顔面皮膚温度データ及び相対温度換算データに応じた顔面皮膚温度データにつ
いて、要因を所定期間（例えば、３０秒）毎の時間データとし、測度をその期間における
温度換算データに応じた顔面皮膚温度データ及び相対温度換算データに応じた顔面皮膚温
度データとして行われる。そして、特異値分解により、温度換算データに応じた顔面皮膚
温度データ及び相対温度換算データに応じた顔面皮膚温度データのそれぞれを複数の成分
に分解し、時間分布と、空間分布と、各成分の大きさを示す特異値とを算出する。
【００９１】
　また、解析部３２は、特異値分解によって分解した複数の成分から脳活動を反映した皮
膚温度の変化を示す成分を同定するために、各成分が第１条件及び第２条件を満たすか否
かを判定する（ステップＳ４ａ、ステップＳ４ｂ、ステップＳ５ａ、及びステップＳ５ｂ
）。なお、ここでは、解析部３２において、まず、温度換算データに応じた顔面皮膚温度
データに基づく各成分について第１条件が満たされているか否かが判定され（ステップＳ
４ａ）、ステップＳ４ａにおいて第１条件が満たされていると判定された温度換算データ
に応じた顔面皮膚温度データに基づく成分について第２条件が満たされているか否かが判
定される（ステップＳ４ｂ）。そして、相対温度換算データに応じた顔面皮膚温度データ
に基づく各成分のうちステップＳ４ａ及びステップＳ４ｂにおいて第１条件及び第２条件
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を満たすと判定された成分と一致する成分についてのみ第１条件が満たされているか否か
が判定され（ステップＳ５ａ）、その後、ステップＳ５ａにおいて第１条件が満たされて
いると判定された相対温度換算データに応じた顔面皮膚温度データに基づく成分について
第２条件が満たされているか否かが判定される（ステップＳ５ｂ）。しかしながら、解析
部３２における該判定の順序はこれに限定されるものではなく、例えば、温度換算データ
に応じた顔面皮膚温度データに基づく各成分と、相対温度換算データに応じた顔面皮膚温
度データに基づく各成分とが、第１条件及び第２条件を満たすか否かがそれぞれ判定され
、判定結果の一致する成分が最終的に抽出されてもよい。
【００９２】
　第１条件とは、特異値分解によって分解した成分の成分波形の振幅が、脳の非賦活時及
び脳の賦活時の変化と相関関係にある、という条件である。解析部３２は、複数の成分の
うち、第１条件を満たす成分を、判定用成分として抽出する。なお、ここでは、温度換算
データに応じた顔面皮膚温度データを取得している間に、個人に対して脳機能賦活課題が
与えられている期間が一定期間ある。解析部３２は、個人に対して脳機能賦活課題が与え
られていない期間を脳の非賦活時とし、個人に対して脳機能賦活課題が与えられている期
間を脳の賦活時として、脳機能賦活課題が与えられている期間及び与えられていない期間
と、各成分の成分波形とを比較解析する。解析部３２は、成分波形データに基づく比較解
析結果を利用して、各成分の成分波形と脳の非賦活時及び脳の賦活時とが相関関係にある
か否かを評価し、複数の成分のうち相関関係にあると評価した成分を、第１条件を満たす
判定用成分として抽出する。一方、解析部３２は、複数の成分のうち相関関係にないと評
価した成分を、第１条件を満たさず人間の脳活動を反映した温度変化を示す成分ではない
と判定する（ステップＳ６）。
【００９３】
　ここでは、温度換算データに応じた顔面皮膚温度データの取得時に個人に対して脳機能
賦活課題が一定期間与えられており、これに基づき解析部３２は判定用成分を抽出してい
るが、第１条件の内容、すなわち解析部３２における判定用成分の抽出手段はこれに限定
されない。例えば、予め実験等がされていることで複数の成分のうち脳の非賦活時及び脳
の賦活時と相関関係にある成分波形を示す成分が特定されている場合には、解析部３２は
、複数の成分から特定されている該成分を判定用成分として抽出する。また、本評価装置
において眼球運動又はまたたき等の脳の賦活／非賦活に関連することが知られている人間
の動作が検出される場合には、解析部３２が、この検出結果と各成分の成分波形とを比較
解析及び評価することで、複数の成分から判定用成分を抽出してもよい。なお、解析部３
２による第１条件を満たすか否かの判定の基準は、評価装置１０の利用目的等に応じて、
シミュレーションや実験、机上計算等によって適宜決定される。
【００９４】
　第２条件は、抽出した判定用成分において、人間の顔面の所定部位における温度変化が
ある、という条件である。解析部３２は、判定用成分のうち、第２条件を満たす成分を、
人間の脳活動に関連している可能性の高い成分と判定し、候補成分として抽出する。すな
わち、解析部３２は、人間の顔面の所定部位における温度変化の有無に基づき、判定用成
分が人間の脳活動に関連しているか否かを判定する。具体的には、解析部３２は、抽出し
た判定用成分の温度分布データに基づき、副鼻腔周辺及び／又は前額部において温度変化
が生じているか否かを判定し、温度変化が生じている場合には該判定用成分が第２条件を
満たす人間の脳活動に関連する可能性の高い成分であると判定し、候補成分として抽出す
る。一方で、解析部３２は、副鼻腔周辺及び／又は前額部において温度変化が生じていな
い場合には、該判定用成分は第２条件を満たさず脳活動を反映した皮膚温度の変化を示す
成分ではない、と判定する（ステップＳ６）。なお、解析部３２による第２条件を満たす
か否かの判定の基準は、評価装置１０の利用目的等に応じて、シミュレーションや実験、
机上計算等によって適宜決定される。
【００９５】
　そして、解析部３２は、ステップＳ５ｂにおいて第２条件を満たすと判定した成分を、
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脳活動を反映した皮膚温度の変化を示す成分として同定する（ステップＳ７）。すなわち
、ステップＳ７において脳活動を反映した皮膚温度の変化を示す成分として同定される成
分は、温度換算データに応じた顔面皮膚温度データを特異値分解により分解し解析するこ
とで抽出された候補成分と、相対温度換算データに応じた顔面皮膚温度データを特異値分
解により分解し解析することで抽出された候補成分と、の間で一致している成分というこ
とになる。なお、両解析で一致していない候補成分については、ステップＳ６において脳
活動を反映した皮膚温度の変化を示す成分ではない、と判定されている。
【００９６】
　推定部３３は、解析部３２において人間の脳活動を反映した皮膚温度の変化を示す成分
として同定された成分に基づいて、人間の脳活動を推定する。具体的には、推定部３３は
、解析部３２において同定された成分の成分波形データに基づいて、顔面皮膚温度データ
の取得時における脳活動量を推定する。
【００９７】
　（４－１－１）変形例１Ａ
　上記脳活動推定手段３０は換算部３１を有しており、換算部３１によって相対温度換算
データに応じた顔面皮膚温度データが作成されている。そして、解析部３２が、顔面皮膚
温度取得手段２０により取得された温度換算データに応じた顔面皮膚温度データだけでな
く、相対的な温度データに換算された温度データに基づく相対温度データに応じた顔面皮
膚温度データについても、特異値分解により複数の成分に分解し、各成分についての解析
を行っている。
【００９８】
　これに代えて、脳活動推定手段３０が換算部３１を有していなくてもよい。この場合、
相対温度換算データに応じた顔面皮膚温度データを作成したり、相対温度換算データに応
じた顔面皮膚温度データに基づくデータの解析を行ったりする処理を省くことができる。
【００９９】
　ただし、人間の脳活動に関連する成分を精度よく同定するためには、上記実施形態のよ
うに脳活動推定手段３０が換算部３１を有しており、解析部３２によって、顔面皮膚温度
取得手段２０により取得された温度換算データに応じた顔面皮膚温度データだけでなく、
相対的な温度データに換算された温度データに基づく相対温度データに応じた顔面皮膚温
度データについても、特異値分解により複数の成分に分解され、各成分についての解析が
行われるほうが望ましい。
【０１００】
　（４－１－２）変形例１Ｂ
　また、上記顔面皮膚温度取得手段２０は、対象物と非接触の状態で温度データを取得す
ることができる赤外線サーモグラフィ装置である。
【０１０１】
　しかしながら、個人の顔面の少なくとも一部の皮膚温度を検出し、検出した温度データ
及びその検出部位の位置データを含む顔面皮膚温度データを時系列で取得することができ
れば、顔面皮膚温度取得手段は赤外線サーモグラフィ装置に限定されない。
【０１０２】
　例えば、顔面皮膚温度取得手段が温度センサを含む装置であってもよい。具体的には、
個人の顔面の所定部位に温度センサを装着し、温度センサによって検出される温度データ
と、温度センサを装着した部位の位置データとに基づいて、時系列の顔面皮膚温度データ
が取得されてもよい。このように、温度センサにより対象となる個人に接触した状態で顔
面皮膚温度データが取得される場合であっても、温度センサは脳波電極等のように装着前
の処理が必要ではないため、脳波計測法、磁気共鳴画像法、及び近赤外線分光法等の従来
の検出方法と比較して、簡便にデータを取得することができる。これにより、簡便に人間
の脳活動を推定することができる。
【０１０３】
　（４－２）顔面の撮影画像データに基づき脳活動を推定する脳活動推定手段１３０
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　図２１は、本発明の実施形態に係る評価装置１１０の概略図である。図２２は、評価装
置１１０において脳機能を反映した顔面のＲＧＢ変化を示す成分を同定する際の処理の流
れの一例を示すフローチャートである。
【０１０４】
　評価装置１１０の備える脳活動推定手段１３０は、個人（被験者）の顔面の撮影画像デ
ータから、個人の脳活動を推定するための装置である。評価装置１１０は、図２１に示す
ように、画像データ取得手段１２０と、脳活動推定手段１３０と、評価手段２００と、を
備える。
【０１０５】
　画像データ取得手段１２０は、個人の顔面の少なくとも一部の撮影画像データを時系列
で取得する（ステップＳ１０１）。なお、画像データ取得手段１２０は、少なくとも撮影
装置を有するものであれば特に限定されるものではなく、例えば、スマートフォンやタブ
レット（例えば、iPad：登録商標）等の撮影装置内蔵型ポータブル端末等が挙げられる。
ここでは、画像データ取得手段１２０は、図２１に示すように、撮影装置としてのカメラ
１２１と、記憶部１２２とを有する。カメラ１２１は、個人の顔面の撮影画像データを時
系列で取得するためのものである。ここでは、カメラ１２１は、個人の顔面全体の動画を
撮影し、撮影した動画データを取得する。記憶部１２２は、撮影装置により撮影された時
系列の撮影画像データを蓄積する。ここでは、記憶部１２２は、カメラ１２１によって取
得された動画データを蓄積する。
【０１０６】
　なお、ここでは、カメラ１２１によって顔面全体の動画が撮影されているが、これに限
定されず、顔面の少なくとも前額部及び／又は副鼻腔周辺の画像を含む動画が撮影されて
いればよい。
【０１０７】
　また、ここでは、画像データ取得手段１２０により顔面の時系列の撮影画像データが取
得されている間に、個人に対して脳機能賦活課題が一定期間与えられる。すなわち、画像
データ取得手段１２０により取得される撮影画像データには、個人に対して脳機能賦活課
題が与えられている期間のデータが含まれていることになる。なお、個人に対して与えら
れる脳機能賦活課題としては、脳が賦活状態になると推定されるものであれば特に限定さ
れるものではなく、例えば、評価装置１１０の利用目的に応じてその内容が適宜決定され
るよう構成されていてもよい。
【０１０８】
　脳活動推定手段１３０は、画像データ取得手段１２０により取得された顔面の時系列の
撮影画像データに基づき、人間の脳活動を推定する。具体的には、脳活動推定手段１３０
は、図２１に示すように、ＲＧＢ処理部１３１と、換算部１３２と、血行量算出部１３３
と、解析部１３４と、推定部１３５と、を有する。なお、図２１では、脳活動推定手段１
３０が、ＲＧＢ処理部１３１、換算部１３２、血行量算出部１３３、解析部１３４及び推
定部１３５を有する１つの装置として存在している態様が示されているが、本発明はこれ
に限定されるものではなく、ＲＧＢ処理部１３１、換算部１３２、血行量算出部１３３、
解析部１３４及び推定部１３５の一部或いはそれぞれが独立した装置として存在していて
もよい。また、ここでは、画像データ取得手段１２０、ＲＧＢ処理部１３１、換算部１３
２、及び血行量算出部１３３により顔面血行量取得手段が構成されている。
【０１０９】
　ＲＧＢ処理部１３１は、画像データ取得手段１２０により取得された撮影画像データに
対して、Ｒ成分、Ｇ成分及びＢ成分の３つの色成分に分解するＲＧＢ処理を行う（ステッ
プＳ１０２）。ここで、顔面全体の撮影画像データに対してＲＧＢ処理を行ってもよいが
、ここでは、演算処理量及びノイズを減らすために、撮影画像データから前額部及び／又
は副鼻腔周辺のデータを抽出し、抽出したデータについてのみＲＧＢ処理を行うものとす
る。
【０１１０】
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　換算部１３２は、ＲＧＢ処理により得られた撮影画像データのＲＧＢデータを相対的な
ＲＧＢデータに換算する（ステップＳ１０３）。具体的には、換算部１３２は、取得され
た所定時間毎（例えば、３０秒）の撮影画像データから得られるＲＧＢデータの平均値を
基準値として、該ＲＧＢデータを相対的なＲＧＢデータに換算する。
【０１１１】
　血行量算出部１３３は、ＲＧＢ処理により得られた撮影画像データのＲＧＢデータに基
づき、顔面の時系列の血行量データを算出する（ステップＳ１０４）。
【０１１２】
　解析部１３４は、時系列の相対換算血行量データを、特異値分解、主成分分析或いは独
立成分分析により複数の成分に分解する（ステップＳ１０５）。ここでは、解析部１３４
は、相対換算血行量データに対して、ＭＡＴＬＡＢ（登録商標）のＳＶＤを分析ツールと
して用いて、特異値分解を行う。具体的には、特異値分解は、時系列の相対換算血行量デ
ータを対象として、要因を所定期間（例えば、３０秒）毎の時間データとし、測度をその
期間毎における相対的なＲＧＢデータから演算したピクセル毎の相対換算血行量データと
して行われる。そして、特異値分解により、時系列の相対換算血行量データを複数の成分
に分解し、時間分布と、空間分布と、各成分の大きさを示す特異値とを算出する。
【０１１３】
　また、解析部１３４は、特異値分解によって分解した複数の成分から脳活動を反映した
顔面のＲＧＢ変化を示す成分を同定するために、各成分が所定条件を満たすか否かを判定
する（ステップＳ１０６）。ここで、所定条件としては、例えば、特異値分解によって分
解した成分の成分波形の振幅が、脳の非賦活時及び脳の賦活時の変化と相関関係にあると
いう条件（以下、第１条件という）や、特異値分解によって分解した成分において人間の
顔面の所定部位に血行量変化があるという条件（以下、第２条件という）等が含まれる。
解析部１３４において判定される所定条件としては、１又は複数の条件が設定されていれ
ばよく、ここでは、所定条件として第１条件が設定されているものとする。
【０１１４】
　そして、解析部１３４は、複数の成分のうち所定条件を満たす成分を、判定用成分とし
て抽出する。さらに、解析部１３４は、抽出した判定用成分のうち所定条件に含まれる全
ての条件を満たす成分を、脳活動を反映した顔面のＲＧＢ変化を示す成分として同定する
（ステップＳ１０７）。一方、解析部１３４は、複数の成分のうち所定条件に含まれる少
なくとも１つの条件を満たさないと判定した成分を、脳活動を反映した顔面のＲＧＢ変化
を示す成分ではないと判定する（ステップＳ１０８）。
【０１１５】
　ここでは、上述のように所定条件として１つの条件（第１条件）のみが設定されており
、顔面の時系列の撮影画像データを取得している間に、個人に対して脳機能賦活課題が与
えられている期間が一定期間ある。このため、解析部１３４は、個人に対して脳機能賦活
課題が与えられていない期間を脳の非賦活時とし、個人に対して脳機能賦活課題が与えら
れている期間を脳の賦活時として、脳機能賦活課題が与えられている期間及び与えられて
いない期間と、各成分の成分波形とを比較解析する。そして、解析部１３４は、成分波形
データに基づく比較解析結果を利用して、各成分の成分波形と脳の非賦活時及び脳の賦活
時とが相関関係にあるか否かを評価し、複数の成分のうち相関関係にあると評価した成分
を、所定条件を満たす判定用成分として抽出すると共に、脳活動を反映した顔面のＲＧＢ
変化を示す成分として同定する。一方、解析部１３４は、複数の成分のうち相関関係にな
いと評価した成分を、所定条件を満たさず人間の脳活動を反映した顔面のＲＧＢ変化を示
す成分ではないと判定する。
【０１１６】
　ここでは、顔面の時系列の撮影画像データが取得される際に個人に対して脳機能賦活課
題が一定期間与えられており、これに基づき解析部１３４が判定用成分を抽出しているが
、第１条件の内容、すなわち解析部１３４における判定用成分の抽出手段はこれに限定さ
れない。例えば、予め実験等がされていることで複数の成分のうち脳の非賦活時及び脳の
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賦活時と相関関係にある成分波形を示す成分が特定されている場合には、解析部１３４は
、複数の成分から特定されている該成分を判定用成分として抽出する。また、評価装置１
１０において眼球運動又はまたたき等の脳の賦活／非賦活に関連することが知られている
人間の動作についても検出される場合には、解析部１３４が、この検出結果と各成分の成
分波形とを比較解析及び評価することで、複数の成分から判定用成分を抽出してもよい。
なお、解析部１３４による第１条件を満たすか否かの判定の基準は、評価装置１１０の利
用目的等に応じて、シミュレーションや実験、机上計算等によって適宜決定される。
【０１１７】
　また、所定条件として第２条件が設定されている場合には、解析部１３４は、人間の顔
面の所定部位における顔面の血行量変化の有無に基づき、判定用成分を抽出する。具体的
には、解析部１３４は、特異値分解によって分解された複数の成分に応じた血行量分布図
に基づき、副鼻腔周辺及び／又は前額部において血行量の変化が生じているか否かを判定
し、血行量の変化が生じている場合には該成分が第２条件を満たしていると判定する。一
方で、副鼻腔周辺及び／又は前額部において血行量の変化が生じていない場合には、解析
部１３４は、該成分が第２条件を満たしていないと判定する。なお、解析部１３４による
第２条件を満たすか否かの判定の基準は、評価装置１１０の利用目的等に応じて、シミュ
レーションや実験、机上計算等によって適宜決定されるものとする。
【０１１８】
　さらに、血行量算出部１３３によって相対的なＲＧＢデータに換算される前のＲＧＢデ
ータに基づく時系列の血行量データが算出される場合には、解析部１３４によって、該血
行量データを特異値分解等することで得られた複数の成分についても、上記第１条件及び
／又は第２条件が満たされるか否かが判定され、判定用成分が抽出されてもよい。
【０１１９】
　推定部１３５は、解析部１３４において人間の脳活動を反映した顔面のＲＧＢ変化を示
す成分として同定された成分に基づいて、人間の脳活動を推定する。具体的には、推定部
１３５は、解析部１３４において同定された成分の成分波形データに基づいて、顔面の撮
影画像データの取得時における脳活動量を推定する。
【０１２０】
　（４－２－１）変形例２Ａ
　上述したように、カメラ１２１としては、例えば、スマートフォンやタブレット（例え
ば、iPad：登録商標）等の撮影装置内蔵型ポータブル端末等を利用することができる。す
なわち、上述の撮影画像データは、可視光領域の画像を撮像するものを採用することがで
きる。
【０１２１】
　また、上記血行量算出部１３３において、ＲＧＢデータに含まれる各画素のうちの主に
Ｒ成分を用いて顔面の血行量データが算出されてもよい。また、ＲＧＢデータに基づき血
行量データを算出できるのであれば、血行量データは必ずしも紅斑指数に限定されるもの
ではない。
【０１２２】
　（４－２－２）変形例２Ｂ
　上記血行量算出部１３３は、換算部１３２によって換算された相対的なＲＧＢデータに
基づき相対換算血行量データを算出するが、これに代えて或いはこれに加えて、相対的な
ＲＧＢデータに換算される前のＲＧＢデータに基づき血行量データが算出されてもよい。
ここで、相対的なＲＧＢデータに換算される前のＲＧＢデータに基づき算出された血行量
データには、脳活動と相関する成分が出やすい（検定力が高い）ため、例えば、相対的な
ＲＧＢデータに換算される前のＲＧＢデータに基づき算出された血行量データを、相対的
なＲＧＢデータに基づき算出された相対換算血行量データよりも先行して解析してもよい
。また、例えば、まず、血行量データを解析して有意な相関のある成分を抽出し、相対換
算血行量データに関しては、前記抽出した成分に対応する成分のみを解析することで、演
算処理量を減らすことができる。
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【０１２３】
　（４－２－３）変形例２Ｃ
　上記カメラ１２１は可視光領域の通常のカメラを前提としていたが、赤外線カメラを用
いることもできる。この場合、赤外光を照射し、その反射波を赤外線カメラで撮像する。
これにより、対象者の顔面変化等の撮影画像データを得ることができる。本発明者らによ
り、赤外線の反射により得られた撮影画像データから算出された血行量データと、可視光
領域で撮影されたＲＧＢデータに含まれる各画素のうちの主にＲ成分を用いて算出された
血行量データとには相関があることが確認された。したがって、このような赤外線の反射
から得られた撮影画像データを用いても、人間の脳活動を推定することができる。
【０１２４】
　（４－２－４）変形例２Ｄ
　なお、上記説明においては、評価装置１１０が、画像データ取得手段１２０と、脳活動
推定手段１３０とを備える形態としていたが、本実施形態に係る評価装置は、このような
形態に限定されるものではない。すなわち、本実施形態に係る評価装置は、血行量算出部
１３３、解析部１３４及び推定部１３５を含むものであれば、その他の構成については任
意の形態を採り得るものである。具体的には、本実施形態に係る評価装置は、当該装置自
体が画像データを撮影する形態だけではなく、外部の装置から撮影画像データを受け取り
、それを解析する形態を含むものである。
【０１２５】
　（４－３）評価手段２００
　評価手段２００は、脳活動推定手段３０及び／又は脳活動推定手段１３０により推定さ
れた対象者の脳活動に基づき、対象者の興味関心度合いを評価する。例えば、対象者に対
して与えられた刺激（視覚刺激、聴覚刺激、触覚刺激、臭覚刺激或いは味覚刺激等）に対
する脳活動量の変化を解析することで、その刺激に対する対象者の興味関心度合いを評価
する解析部２０１を評価手段２００が有していてもよい。興味関心の度合いは、対象者に
対して刺激が与えられる前後における、脳活動推定手段３０，１３０によって推定された
脳活動量の上昇度合い、及びその上昇時間から定量化される。例えば、対象者に対して刺
激が与えられる前後における脳活動量が全く変わらない場合、脳活動量は上昇したけれど
もその上昇度合いが低い場合、又は、脳活動量の上昇時間が短い場合には、興味関心度合
いが小さいと評価する。一方で、対象者に対して刺激が与えられる前後における脳活動量
が上昇し、かつ、その上昇度合いが高い場合や脳活動量の上昇時間が長い場合には、興味
関心度合いが高いと評価する。なお、興味関心度合いの段階（レベル）については、脳活
動量の上昇度合い及び／又は上昇時間に基づき、評価装置１０，１１０の用途に応じて適
宜設定可能になっていてもよい。
【０１２６】
　このような構成によって、この評価装置１０，１１０では、顔面の皮膚温度及び／又は
顔面の撮影画像に基づいて対象者の脳活動が推定され、推定された脳活動に基づき対象者
の興味関心度合いが評価される。そして、対象者の興味関心度合いに関する情報を評価装
置１０，１１０の管理者へと報知する報知部２０２を評価手段２００が有している場合に
は、管理者は、報知部２０２より所定の刺激に対する対象者の興味関心度合いを知ること
ができる。報知部２０２としては、例えば、画像やメッセージを表示する表示デバイスや
音声やブザー音を出力する音声出力デバイス等、解析した興味関心度合いを管理者に対し
て出力できるものであればどのようなものであっても採用することができる。
【０１２７】
　また、解析部３２，１３４において脳活動を反映する成分が同定された後に、さらに顔
面皮膚温度取得手段２０及び／又は画像データ取得手段１２０により時系列の各種データ
が取得される場合には、評価装置１０，１１０において、さらに取得された各種データが
特異値分解により複数の成分に分解され、同定された成分のみが解析されることで、ある
刺激に対する対象者のリアルタイムでの興味度合いを評価することができる。
【０１２８】
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　さらに、本発明に係る評価装置１０，１１０は、特定の個人を対象者とするだけでなく
、複数人を対象者として、複数の対象者の顔面皮膚温度データ及び／又は顔面の撮影画像
データを一括して取得するような構成であってもよい。これにより、所定の刺激に対する
複数の対象者の興味関心度合いを一度に評価することができる。
【０１２９】
　加えて、被験者の顔面の皮膚温度や撮影した画像から被験者の心拍情報や生体情報等を
取得する技術が従来よりあるが、顔面皮膚温度取得手段２０及び／又は画像データ取得手
段１２０から得られた各種データが特異値分解等されることで得られる成分に対して従来
の技術を採用することで、心拍情報や生体情報を精度良く取得することができる。したが
って、特異値分解した複数の成分を解析して心拍情報や生体情報を取得する機能を、解析
部３２及び／又は解析部１３４に持たせ、取得した心拍情報や生体情報に基づき交換神経
／副交感神経の働きを推定する機能を上記実施形態の推定部３３，１３５に持たせてもよ
い。
【０１３０】
　（５）特徴
　（５－１）
　本実施形態では、顔面皮膚温度取得手段２０及び／又は画像データ取得手段１２０によ
って取得された時系列の顔面皮膚温度データ及び／又は顔面血行量データに基づき人間の
脳活動が推定される。このため、脳波電極等の装着前に処理が必要なセンサを装着しなく
ても、人間の脳活動を推定することができる。したがって、簡便に人間の脳活動を推定し
、推定した脳活動に基づき対象者の興味関心の度合いを評価することができている。
【０１３１】
　（５－２）
　ここで、時系列の顔面の皮膚温度データ及び／又は画像データが取得される際に、人間
に対して実際に脳機能賦活課題が与えられたり与えられなかったりすることにより、人間
の脳が賦活化したり賦活化しなかったりする状況が作られている場合、各成分の成分波形
と脳の賦活時及び非賦活時との間に相関関係のある成分は、脳活動を反映した皮膚温度及
び／又は血行量の変化を示す成分である可能性が高い成分であるといえる。
【０１３２】
　本実施形態では、顔面皮膚温度取得手段２０及び／又は画像データ取得手段１２０によ
り時系列の顔面の皮膚温度データ及び／又は画像データが取得されている間に、個人に対
して脳機能賦活課題が一定期間与えられている。すなわち、本実施形態では、個人に対し
て実際に脳機能賦活課題を与えたり与えなかったりすることにより、人間の脳が賦活化し
たり賦活化しなかったりする状況が作られている。そして、このように取得された時系列
の各種データが特異値分解により複数の成分に分解され、各成分についてその成分波形と
脳の賦活時及び非賦活時との相関関係が評価され、相関関係にある成分が判定用成分とし
て複数の成分から抽出される。このため、例えば、予め実験等により特定された所定の成
分が抽出用成分として複数の成分から抽出される場合と比較して、人間の脳活動と関連性
の低い成分が抽出用成分として複数の成分から抽出されるおそれを低減することができて
いる。
【０１３３】
　（５－３）
　ここで、脳には、選択的脳冷却機構という体温とは独立して脳を冷却する仕組みがある
。選択的脳冷却機構としては、脳活動によって生じた熱を前額部及び副鼻腔周辺を用いて
排熱していることが知られている。そうすると、脳活動に伴う顔面皮膚温度や顔面皮膚温
度に相関する顔面の血行量の変化は、前額部及び／又は副鼻腔周辺に出現することになる
。
【０１３４】
　本実施形態では、前額部及び／又は副鼻腔周辺の各種データが解析されて、判定用成分
が抽出されている。このため、人間の脳活動に関連する成分を精度よく抽出することがで
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きている。
【０１３５】
　（５－４）
　本実施形態の評価装置１０，１１０において、評価手段２００が報知部２０２を有して
いる場合には、対象者の興味関心度合いに関する情報が管理者へと報知される。これによ
り、管理者は対象者の興味関心の度合いを知ることができている。
【０１３６】
　（６）評価装置の用途例
　次に、本発明に係る評価装置の用途例について説明する。
【０１３７】
　（６－１）マーケット調査装置
　上記実施形態又は上記変形例の評価装置１０，１１０を、マーケット（市場）調査に用
いる場合の一例を説明する。マーケット調査装置は、イベント会場や店頭或いは商品展示
場に設置され、対象者としての消費者や観客等における、商品やイベント等に対する反応
を定量化する。マーケット調査装置は、例えば、評価装置１０，１１０と、マーケット調
査記憶手段と、を備えている。マーケット調査記憶手段は、予め設定した調査期間毎に、
評価装置１０，１１０の評価手段２００によって評価された結果を記憶する。
【０１３８】
　例えば、マーケット調査装置によって、所定の商品自体又は所定の商品の機能に関する
市場調査を行う場合、消費者の目の前で所定の商品又はその機能を提示して消費者に対し
て所定の商品の視覚刺激を与え、この視覚刺激が与えられている期間における脳活動量の
変化（この期間における上昇度合い）を解析することで、所定の商品等に対する消費者の
興味関心度合いを定量化することができる。このとき、消費者の目の前で所定の商品等が
提示されている期間を調査期間として設定しておくことで、マーケット調査記憶手段には
、所定の商品等に対する対象者の興味関心度合いの評価結果が記憶されることになる。マ
ーケット調査装置の管理者は、報知部２０２により報知される評価結果を分析することで
、所定の商品等に対する市場調査を行うことができる。このように、マーケット調査装置
では、顔面皮膚温度取得手段や画像データ取得手段等の対象者に非接触な手段を用い、対
象者に対して視覚刺激等の外部刺激を与えることで、所定の商品等に対する興味関心度合
い、すなわち反応を評価することができる。
【０１３９】
　なお、消費者に対して、上述したような所定の商品の視覚刺激を与える場合、デジタル
サイネージ装置（表示装置）を用いることもできる。この場合、デジタルサイネージ装置
の表示パネルに商品に関する視覚情報を表示し、表示パネルの前方で当該視覚情報を見て
いる消費者の顔面の画像を表示パネルの裏側又は上下左右の方向等から撮影する。そして
、マーケット調査装置が、撮影した顔面の画像に基づいて、当該視覚刺激を観察する対象
者の興味の度合いを評価する。これにより、各種商業施設で、所定の商品等に対する対象
者の関心度合いを容易に評価することができる。
【０１４０】
　さらに、消費者の顔面の画像は一つだけではなく、複数の消費者の顔面の画像を撮影す
るものでもよい。この場合、上述した顔面皮膚温度取得手段２０及び／又は画像データ取
得手段１２０が、複数の対象者の顔面の皮膚温度データ及び／又は画像データを一括して
取得する。そして、顔面認識技術等と組み合わせることで個々の消費者の顔面変化の情報
が取得される。特に、映画館施設などでは、観客の位置が固定されて顔の動作が少ないこ
とから、精度の高い解析結果を得ることができる。
【０１４１】
　（６－２）学習評価装置
　上記実施形態又は上記変形例の評価装置１０，１１０を、学習における評価に用いる場
合の一例を説明する。学習評価装置は、学校、学習塾、会社、ｅラーニング或いは病院等
で利用され得るものであり、対象者としての学習者における、学習内容への興味関心度合
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いや集中度を定量化する。学習評価装置は、例えば、評価装置１０，１１０と、学習評価
記憶手段と、を備えている。学習評価記憶手段は、予め設定した一定期間毎に、評価装置
１０，１１０の評価手段２００によって評価された結果を記憶する。
【０１４２】
　例えば、学習評価装置によって、対象者における学習内容への集中度の評価を行う場合
、学習者へと課題を与えて課題に取り組ませることで刺激を与え、一定期間における脳活
動量の変化（この期間における上昇度合い）を解析することで、取り組んでいる学習内容
に対する学習者の集中度を定量化することができる。このとき、学習時限を一定期間とし
て設定しておくことで、学習評価記憶手段には、学習時限における学習者の集中度の評価
結果が記憶されることになる。学習評価装置の管理者は、報知部２０２により報知される
評価結果を分析することで、学習内容に対する学習者の集中度の評価を行うことができる
。このように、学習評価装置では、顔面皮膚温度取得手段や画像データ取得手段等の対象
者に非接触な手段を用い、対象者に対して課題等の外部刺激を与えることで、学習内容に
対する興味関心度合いや集中度、すなわち反応を評価することができる。
【産業上の利用可能性】
【０１４３】
　本発明によれば、簡便に脳活動を推定することができるため、脳活動に基づき対象者の
興味関心の度合いを評価する評価装置への適用が有効である。
【符号の説明】
【０１４４】
　　２０　　　　顔面皮膚温度取得手段
　２００　　　　評価手段
　２０１　　　　解析部
　２０２　　　　報知部
　１０，１１０　評価装置
　３０，１３０　脳活動推定手段
【先行技術文献】
【特許文献】
【０１４５】
【特許文献１】特開２００６－３０５３３４号公報
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